
大規模小売店舗立地法に基づく意見書の概要の公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定により意見書の提出
がなされたので公告する。

平成20年5月28日

滋賀県知事 嘉田 由紀子

１ 大規模小売店舗の名称および所在地
平和堂青山店
大津市青山五丁目13番8号

２ 提出された意見の概要
大津市からの意見

(1) 交通安全対策・交通渋滞対策について
ア 商圏設定エリアに含まれていない広範囲の地域からの来客も予想されるため、県
道南郷桐生線と市道幹1104号線との交差点から当該計画地までの動線について、事
故防止策等を含み誘導ならびに啓発に努められるよう指導されたい。

イ 計画地と隣接しているバスロータリーを使用している路線バス会社と当該店舗利
用者が、バス運行に支障をきたす等トラブルが生じないよう協議調整のうえ、万全
の対策を講じるよう指導されたい。

ウ 来出店口の設置等については、道路法ならびに公安委員会の許可条件に基づき施
工するよう指導されたい。

エ 当該地の周辺道路は児童・生徒の通学路に当たることから、交通誘導員の配置等、
交通安全対策について万全を期すよう指導されたい。

オ 開店後に予想を上回る来客車両が集中し、著しい交通渋滞の発生が認められる場
合には、改めてその対策について本市および関係機関と協議するよう指導されたい。

(2) 地域との連携・協働について
大規模小売店舗立地法第４条に基づき公表されている「大規模小売店舗を設置す

る者が配慮すべき事項に関する指針」の序文や、日本チェーンストア協会が策定し
た「地域商業者等との連携・協働のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」と
いう。)に示されているとおり、大型店が自主的かつ積極的に地域づくりやまちづく
りに参画し、具体的取組を通じて社会的責任を果たすことが強く期待されている。
このような背景を踏まえ、当該店舗においては、特にガイドラインの「３．実効

性を高めるための具体的行動事例」を実践され、本市や地域住民、関係団体と相互
に連携し、地域経済団体等の活動や地域の美観・景観等生活環境推進への協力およ
び参画、地域の防犯・防災および青少年の健全育成への協力等、地域づくりやまち
づくりに関して積極的な対応をされるよう指導されたい。

(3) その他
ア 店舗開設にあたり、時期や内容等を地域住民に十分周知するよう指導されたい。
イ 地域住民や別紙の本市関係各課から出された意見等について、誠意をもって対応
するよう指導されたい。

ウ 今後も当該事業が周辺地域の生活環境に与える影響を継続して調査するとともに、
周辺地域の生活環境に影響をおよぼす場合には、その適切な対策について地域住民
等と誠意をもって協議・対応されることを指導されたい。



３ 提出された意見の縦覧場所および縦覧期間
(1) 縦覧場所

滋賀県県民文化生活部県民生活課県民情報室 大津市京町四丁目1-1
滋賀県商工観光労働部商業観光振興課 大津市京町四丁目1-1
大津市産業観光部産業政策課 大津市御陵町3-1

(2) 縦覧期間 平成20年5月28日から平成20年6月30日まで


